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 子どもは社会の希望であり、未来をつくる力です。国全体で少子化・人口減少

が進む中で、子どもたちの健やかな成長と子育てを支えることは、子どもと保護

者の幸せとともに将来の活力ある地域社会実現に向けて、取り組むべき、最重要

課題となっています。 

 鹿沼市では、平成２７年３月に、総合的な子育て環境づくりを推進するため、

子ども・子育て支援法に基づく「鹿沼市子ども・子育て支援事業計画」を策定し

計画を推進してまいりましたが、その第１期の計画期間満了に伴い、第１期計画

の理念を引き継ぎ、さらなる子育て環境の充実を目指し第２期計画を策定いた

しました。 

 笑顔あふれるやさしいまちの実現のためには、子どもたちの笑顔が不可欠で

す。明日を担う子どもたちが、未来に夢を持ち、思いやりと豊かな心を持って生

き生きと育ってほしいとの思いから、子育て支援に関する施策の充実を図って

まいりました。 

 今後も、本計画の基本理念である“子育てで笑顔あふれるまちづくり かぬま”

を目指し、国や県、関係団体と連携を図りながら、計画の実現に向けて積極的に

取り組んで参りたいと考えておりますので、市民の皆様の一層のご支援、ご協力

をお願いいたします。 

 結びに、計画の策定にあたりまして、ご尽力をいただきました鹿沼市子ども・

子育て会議委員の皆様をはじめ、ニーズ調査などに貴重なご意見をお寄せくだ

さいました多くの市民の皆様に心から御礼申し上げます。 
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＜子ども・子育て支援新制度 用語解説＞ 

 

用 語 定  義 

子ども・子育て関

連３法 

 

①「子ども・子育て支援法」（以下、法という。） 

②「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供に関

す 

る法律の一部を改正する法律」（認定こども園法の一部改正） 

③「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、

保 

育等の総合的な提供に関する法律の一部を改正する法律の施行 

に伴う関連法律の整備等に関する法律」（関係法律の整備法：

児 

童福祉法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律ほかの一 

部改正） 

 

市町村子ども・子

育て支援事業計画 

5年間の計画期間における幼児期の学校教育・保育・地域の子

育て 

支援についての需給計画をいい、新制度の実施主体として、特

別 

区を含めた全市町村が作成することになる。（法第６１条） 

 

市町村等が設置す

る「子ども・子育

て会議」 

子ども・子育て支援法第７７条第１項で規定する市町村が条例

で設置する「審議会その他合議制の機関」を言う。本会議は、

市長の諮問に応じて答申する合議制の諮問機関（地方自治法第

１３８ 条の４第３項で定める市長の付属機関）。 

 

幼保連携型認定こ

ども園 

学校教育・保育及び家庭における養育支援を一体的に提供する

施 

設とし、学校及び児童福祉施設としての法的位置付けを持つ単

一 

の施設であり、内閣府が所管する。設置主体は、国、自治体、

学 

校法人、社会福祉法人に限られる（株式会社等の参入は不

可）。（認定こども園法第２条） 

※ここで言う「学校教育」とは、現行の学校教育法に基づく小

学 



校就学前の満３歳以上の子どもを対象とする幼児期の学校教育

を言い、「保育」とは児童福祉法に基づく乳幼児を対象とした

保育を言う。 

子ども・子育て支

援 

全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保

さ 

れるよう、国若しくは地方公共団体又は地域における子育ての

支 

援を行う者が実施する子ども及び子どもの保護者に対する支援 

（法第７条） 

 

教育・保育施設 「認定こども園法」第２条第６項に規定する認定こども園、学校

教育法第１条に規定する幼稚園及び児童福祉法第３９条第１項に

規定する保育所をいう。（法第７条） 

 

施設型給付 認定こども園・幼稚園・保育所（教育・保育施設）を通じた共

通 

の給付。（法第１１条） 

 

特定教育・保育施

設 

市町村長が施設型給付費の支給に係る施設として確認する「教 

育・保育施設」を言い、施設型給付を受けず、私学助成を受け

る 

私立幼稚園は含まれない。（法第２７条） 

 

地域型保育事業 

（家庭的保育事業

等） 

小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育を

行 

う事業。（法第７条） 

 

地域型保育給付 小規模保育や家庭的保育等（地域型保育事業）への給付。（法

第１１条） 



 

特定地域型保育事

業 

市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として

確 

認する事業者が行う「地域型保育事業」を言う。（法第２９、

４３条） 

 

小規模保育事業 主に満３歳未満の乳児・幼児を対象とし、利用定員が６人以上 

１９人以下で保育を行う事業。（法第７条） 

 

家庭的保育事業 主に満３歳未満の乳児・幼児を対象とし、利用定員が５人以下

で、 

家庭的保育者の居宅またはその他の場所で、家庭的保育者によ

る 

保育を行う事業。（法第７条） 

 

居宅訪問型保育 主に満３歳未満の乳児・幼児を対象とし、当該保育を必要とす

る 

乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事

業。 

（法第７条） 

 

事業所内保育 主に満３歳未満の乳児・幼児を対象とし、事業所内の施設にお

い 

て、事業所の従業員の子どものほか、地域の保育を必要とする

子 

どもの保育を行う事業。（法第７条） 

 

保育の必要性の認

定 

保護者の申請を受けた市町村が、国の策定する客観的基準に基

づ 

き、保育の必要性を認定した上で給付を支給する仕組み。（法

第 

１９ 条） 



認定区分 

１号～３号認定 

支給の認定区分は、以下のとおり。 

・ １号認定子ども：満３歳以上の学校教育のみ（保育の必要

性 

なし）の就学前子ども 

・ ２号認定子ども：満３歳以上の保育の必要性の認定を受け

た 

就学前子ども（保育を必要とする子ども） 

・ ３号認定子ども：満３歳未満の保育の必要性の認定を受け

た 

就学前子ども（保育を必要とする子ども）（法第１９条） 

 

「確認」制度 給付の実施主体である市町村が、認可を受けた教育・保育施設

及 

び地域型保育事業に対して、その申請に基づき、各施設・事業

の 

類型に従い、市町村事業計画に照らし、１号認定子ども、２号

認 

定子ども、３号認定子どもごとの利用定員を定めた上で給付の

対 

象となることを確認する制度。（法第３１条） 

※ 認可については、教育・保育施設は都道府県、地域型保育

事業 

は市町村が行う。 

 

地域子ども子育て

支援事業 

地域子育て支援拠点事業、一時預かり、乳児家庭全戸訪問事

業、 

延長保育事業、病児・病後児保育事業、放課後児童クラブ等の

事 

業。（法第５９条） 

ワークライフバラ

ンス 

やりがいのある仕事と充実した私生活を両立されるという考え

方。仕事と生活の調和。仕事、家庭生活、地域生活、個人の自

己啓発など、さまざまな活動を自ら希望するバランスで展開で

きる状態のこと。 

 

 

 


